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就農まつ みちすじと支援

〕二Υ｛
やりたい農業のイメージをつかむため、農業に関する情報を積極的に集めましょう。
①全国。都道府県新規就農相談センターなどの相談窓口を訪ねてみましょう。
②また、こうした窓口が開設しているホームページなどで情報を集めましょう。
③(公社)あおもり農林業支援センターが各地域で実施する就農相談会に参加しましょう。
④全国農業会議所主催の「新・農業人フェア」に参加しましょう。(東京、大阪、札幌)

〕２Υ｛
○ 農業を体験してみるには農業インターンシップがあります。 (P2)

農業とはどういうものか、実際に農業を体験して、農業の基礎知識を身につけましょう。

〕３Υ｛
①どんな作物を作るのか、どのような経営を行うのか考えましょう。

単作経営か複合経営か、露地栽培か施設栽培か、通常栽培か有機栽培か、など

②どのくらいの農地が必要か、考えましょう。

③農作業に従事できる労働力と、作日、経営タイプ。栽培方法、経営規模などがマッチして
いるか考えましょう。

④選択作目や生活条件、都道府県、市町村の支援措置などから就農候補地を検討しましょう。

⑤どこで農業を始められるか、農地を購入又は借りることができるかも併せて検討しましょう。

⑥できるだけ、現地を訪ね、自分の足で農地・住宅。研修先。生活・農業経営環境などの関連

情報を収集しましょう。

〕十
めざす農業経営に必要な技術やノウハウを身につけましょうc

青年就農給付金 (準備型 )、 農の雇用事業、新規就農チャレンジ

研修を活用 して技術やノウハウを身につけることができます。

(Pl・ 2)

〕５Υ｛
○ 無利子資金を利用することができます。 (P4)

めざす農業を始めるために必要な資金の融資を受けることも含めて検討し、確保しましょう。

Ψ
γ 作目の栽培に適した農地を確保しましょう。

また、適時に適切な栽培を行つていくため、農地の近くに住居を確保しましょう。

○ 農地中間管理事業等で農地を確保することができます。 (P3)
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経営開始にあたつて、必要な機械や施設を確保しましょう。

当初は、必要最低限の機械 。施設等を準備しましょう。

県農業機械協会が開催する中古農業機械の展示即売会 (年 2回開催)を活用しましょう

step
8

そして

○ 就農後も青年就農給付金 (経営開始型)の給付を受けることができます:(P2)

談ホロ就

丁EL01 72-33-2903

TEL01 78-27-4444

TEL0173-35-2345

丁EL01 76-23-4281

丁EL01 75-22-2685

FAX0172-34-4390

FAX0178-27-3323

FAX0173‐ 33-1345

FAX0176-25-7242

FAX0175-23-5887

○ 補助事業で機械・施設を確保することができます P4)

就農時点や経営が安定する時期を想定し、生産計画、販売計画、資金計画の明確なプランを作成

しましょう。

地域の住民、農協、農業委員会、市町村、地域県民局地域農林水産部等関係機関との信頼関係を

築きながら、必要な指導等を積極的に受けるようにしましょう。

の 窓 ロ ー 覧

丁EL01 7-773-3131  FAX017-734-1738

丁EL01 7-774-9463  FAX017-734-8136

TEL01 7-734-9960 FAX017-734-8305

■就 農 す る地域 が決 ま って いな い方 に は… Y

(公社)あおもり農林業支援センター

〒030‐0801 青森市新町2-4-1(県 共同ビル6F)

青 森 県 構 造 政 策 課

〒030-8570 青森市長島 1-1-1

■就 農 す る地 域 が決 ま つてい る方 に は … Y

―
東 青 地域 県 民局 地 域 農林 水 産部

〒030-0861 青森市長島 2-10-3

(青森フコク生命ビル 6F)

⊂≡∋ 中南地域県民局 地域農林水産部
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4

∈ヨD三八地域県民局 地域農林水産部
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田 7

■四■:■ 西北地域県民局 地域農林水産部

〒037-0046 五所り‖原市栄田丁10
g日n上 北地域県民局 地域農林水産部

〒034-0093 +和 田市西十二番町 20-12

輌ヨD下 北地域県民局 地域農林水産部

〒035-0073 むつ市中央 1-1-8



●就 農 に役 立 つ 事 業 を紹 介 します 。
1 研  修

1崇毛| 1事 業 内 容 窓□(問い合わせ先)

青
年
就
農
給
付
金

（準
備
型
）

青森県が認める研修機関 (営農大学校や農業経営士、先進農家等)で研修を受ける

就農希望者に対し、最長 2年間、年間 150万円を給付。

最長 2年間

(公社)あおもり農
林業支援センター

017‐ 773‐ 3131

県が認める研修機関

年間最大 150万円

(1)就農予定時の年齢が、原則 45歳未満であり、農業経営者とな

る強い意欲を有していること。

(2)独立。自営就農、雇用就農、親元での就農の何れかを目指すこと。

親元就農の場合、研修終了後 5年以内に経営を継承するか震業

法人の共同経営者になること。

(3)県が認める研修機関で概ね 1年以上 (1年 につき概ね 1,200

時間以上)研修すること。

(4)常勤の雇用契約を締結していないこと。

(5)生活保護や求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事

業との重複受給でないこと。

(6)原則として青年新規就農者ネットワーク (一農ネット)に力日入

すること。

以下の事項に該当する場合は返還の対象となります。

(1)適切な研修を行つていない場合

(2洒研修終了後 1年以内に就農しなかつた場合

(3)給付期間の 1.5倍 (最低 2年間)以上就農を継続しない場合

(4)親元就農について、研修終了後 5年以内に経営継承しなかつた

場合又は農業法人の共同経営者とならなかつた場合

農
の
雇
用
事
業

先進農家や農業法人で雇用されながら技術等を習得するための実践研修

青森県農業会議

017‐ 774‐ 8580

雇用就農者

育成タイプ

農業法人等が就農希望者を新たに雇用して
実施する研修に対して支援

最長 2年間

受入先に年間最大 120万円を支給

法人独立

支援タイプ

農業法人等が独立を目指す就農希望者を新
たに雇用し、法人設立 。独立に向けて実施
する研修に対して支援

最長4年間

受入先に年間最大 120万円を支給 (3年目
以降は年間最大 60万円)

●
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新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
研
修

短期間で新規就農に必要な農業知識、栽培技術 (施設野菜主体)を習得するため

の実践研修

■Ш膠四0■
履荘『 聖諺臭警雲

の習得、 トラクター等免許の取得、実際の営農

青森県営農大学校
教務研修課

0176‐ 62‐ 3111
■出修鵬臣■ 5～ 2月 までの 10か月間

■出修場閻■ 営農大学校

C経■■匿D受 講料無料、諸経費負担あり

□目■】囮D希 望により宿泊施設利用可 。青年就農給付金 (準備型)の対象

C国厖ヨ圏D研 修終了後、確実に就農が見込まれる新規就農希望者

農
業
イ
ン
タ
ー
ン
シ

ッ
プ

農業の経験がない方を対象に、職業としての農業に対する理解を深めるための、

農業法人での短期間の農業体験

‐薇■調・lA‐ 1週間から6週間以内
全国農業会議所
全国新規就農相談
センター

03‐ 6910‐ 1133

●参匝買ED参 力0費用は無料、受入法人等までの交通費は自己負担

■ll‐配:I● 受入先が負担

●目■西他D原 則として経営者宅 。社宅などに住み込み。

ただし、可能な場合は通勤可。

傷害保険へのDll入が必要 (費用は全国農業会議所が負担)

2 就 晨後 の サポ ニ ト事 業

青
年
就
農
給
付
金
（経
営
開
始
型
）

新規就農した方に経営が安定するまでの間、最長 5年間、最大で 150万円 (前

年の所得に応じて変動)を給付

●圏日圧匿D最長5年間

1年当たりの給付額 防円)

°
彎子鯰 筏電公蜀1掘謳麗岬詔

(2)独立 。自営就農を行うこと。

(3)青年等就農計画が独立 。自営就農 5年後には農業で生計が成り
立つ実現可能な計画であること。

")市

町村が作成する人・農地プランに位置づけられることまたは、

農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(5)生活保護など生活費を支給する国の他の事業と重複受給でない
こと。

(6)青年新規就農者ネットワーク (一農ネット)にカロ入すること。

150

匡嚢0理嘉躍謳嘉轟
各市町村農業関係
担当課
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3 農 地 の確 保
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事業名 容内業事 窓口(問い合わせ先)

農
地
中
間
管
理
事
業
（由辰
地
の
賃
借
）

農地中間管理機構 (あおもり農林業支援センター)が、地域内の分散した農地を

借受け、管理し、担い手にまとまりのある形で貸付けます。

■置違約】朧■■ 3機構の募集に応募が必要です。

○募集は機構ホームページ、市町村窓□で随時受付ています。

○応募者として公表された方が借受けの対象となります。 (公社)あおもり農
林業支援センター

017‐ 773‐ 3131
各市町村

■辞脳潜副用■
黛犀言黒≧棄楳Tあ檀各種声見3曇業魔霙重2彗写冒遺善鍵蟹房
順位を付け、順次協議して決めます (市 BI村で原案を作成 )。

(1)応募者の規模拡大又は経営耕地の効率化に資すること。
(2)既に効率的・安定的な農業経営を行つている者に支障を及ぼさ

ないこと。
(3)新規参入者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるよ

うにすること。
(4)地域農業の健全な発展に配慮し、公平 。適正に調整すること。

農
地
売
買
等
事
業

農地中間管理機構 (あおもり農林業支援センター)が買い入れた農地を即売、ま

たは3年あるいは5年貸付後に売り渡します。

(公社)あ おもり農

林業支援センター

017‐ 773¨ 3131
各市町村農業委員会
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●県観光物産館アスパム

●ファミリーマート

●ラビナ
 .ァゥガ

●青森市民図書館

青森国際ホテル●       ●さくら野百貨店

●中三青森店    ●青森銀行新町支店

●青森警察署

古川跨線橋 (高架線)

青森県警察本

響:舎北編  [電塚

●中央消防署

公益社団法人 あおもり農林業支援センター

〒o30‐0801.青森市新町主丁目4番 1号 青森県共同ビル6F
・ヽTEL 017-773-3131
FAX 017-734-1738

ホTムベージ
:‐ http力仙ww.a6imor卜 nottnJRI  ′

●青森県
■ 青い森層 鰍 法務合同庁舎

●円森地方裁判所

青森法務合同庁舎 浅虫万面

⑤

●

デイリーヤマザキ


